


はじめに 

我が国において年間３万人を超えていた自殺者数は、近年、減少傾向にあるものの、

いまだ多くの命が自殺によって失われている状況には変わりありません。本市におきま

しても、依然として毎年尊い命が失われている現状は、深刻なものとして認識している

ところです。

自殺は、その背景に様々な社会的要因が重なり、自ら命を絶たざるを得ない状態に追

い込まれた末に起きているものでありますことから、自殺を個人の問題として捉えるの

ではなく、社会の問題として捉え、社会全体で自殺対策に取り組むことが求められてい

ます。

こうした中、国においては平成２８年（２０１６年）に自殺対策基本法を改正し、平

成２９年（２０１７年）には地域レベルの実践的な取組の更なる推進等を掲げた新たな

自殺総合対策大綱を策定されました。本市におきましても、この大綱等の趣旨を踏まえ、

本市における自殺対策を総合的に推進するため、この度、「山口市自殺対策計画」を策

定いたしました。

本市では、この計画に基づき、自殺は、その多くが防ぐことのできる社会的な問題で

あるという認識のもと、保健、医療、福祉、教育、労働などの関連施策の連携を図りな

がら、生きることの包括的支援として取組を進め、「誰も自殺に追い込まれることのな

い山口市」の実現を目指してまいります。

多くのストレスを抱える現代社会においては、誰もが心理的に追い詰められ、危機的

な状態に陥ってしまう可能性があります。市民の皆様お一人おひとりに自殺を身近な問

題として捉え、理解を深めていただき、一層の御理解と御協力の下、本計画に基づく自

殺対策の取組を進めてまいりたいと考えております。

終わりに、本計画の策定に当たりまして、貴重な御意見をいただきました山口市健康

づくり推進協議会の委員の皆様を始め、御協力をいただきました関係者の皆様に心から

感謝を申し上げます。

    令和２年（２０２０年）３月

山口市長 渡辺 純忠 
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第１章 計画の概要 

１ 趣旨 

平成１８年（２００６年）に自殺対策基本法が制定されて以降、それまで「個人の問

題」と認識されることの多かった自殺は、「社会の問題」として広く認識されるように

なり、国を挙げて自殺対策を総合的に進めた結果、自殺者数の年次推移は減少傾向とな

るなど、着実に成果を上げてきました。 

しかしながら、我が国の自殺死亡率（人口１０万人当たりの自殺者数）は主要先進７

か国の中で最も高く、年間の自殺者数累計も毎年２万人を超えるなど、いまだ非常事態

の状況にあるといえます。 

本市においては、自殺死亡率は減少傾向にあり、全国の自殺死亡率を下回っているも

のの、依然として自殺に追い込まれる状況があることは、大きな課題であるといえます。 

こうした中、自殺対策をより一層総合的かつ効果的に推進するため、平成２８年

（２０１６年）に自殺対策基本法が改正され、「誰も自殺に追い込まれることのない社

会」の実現を目指して、全ての都道府県及び市町村が「自殺対策計画」を策定すること

になりました。 

これらの背景を踏まえ、本市の自殺対策の取組を総合的に進めるため、「山口市自殺

対策計画」を策定します。 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、自殺対策基本法第１３条に基づく「市町村自殺対策計画」として策定する

ものです。 

第二次山口市総合計画を上位計画として、自殺対策に関連する様々な分野の計画との

整合性を図ります。 

また、国の定める自殺総合対策大綱や山口県自殺総合対策計画と整合のとれた計画と

します。 

第二次山口市総合計画

山山口口市市

自自殺殺対対策策計計画画

【関連する計画】

○山口市元気いきいき推進計画

○第八次山口市高齢者保健福祉計画

○山口市地域福祉計画

○山口市子ども・子育て支援事業計画

○第二次山口市教育振興基本計画 等

【国】

自殺対策基本法

自殺総合対策大綱

【県】

山口県自殺総合対
策計画（第３次）

整合

支援
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３ 計画の期間 

国の自殺対策の指針を示した自殺総合対策大綱が、数値目標を令和８年までと設定

していることから、この期間に合わせて、令和２年度（２０２０年度）から令和８年

度（２０２６年度）までを計画期間とします。 

なお、計画期間内であっても、国の動きや自殺実態、社会情勢の変化などを考慮し、

必要に応じて見直しを行うこととします。 

４ 計画の数値目標 

 国の自殺総合対策大綱における数値目標は、自殺死亡率を先進諸国の現在の水準まで

減少させることを目指して、令和８年（２０２６年）までに、平成２７年（２０１５年）

と比べて３０％以上減少させ、１３.０以下とすることを目標としています。 

こうした状況を踏まえ、本市では、令和８年（２０２６年）までに、自殺死亡率を国

の目標である１３.０以下に減少させることを目指します。 

山口市の数値目標 

指標 基準値 目標値 

自殺死亡率 

（人口１０万人対） 

１５..８  

平成２７年（２０１５年） 

１３..０以下  

令和８年（２０２６年） 

（参考）国・県の目標値 

我が国の自殺死亡率は、主要先進７か国の中で最も高い状況にあります。国は、

自殺死亡率を先進諸国の現在の水準まで減少させることを目指して、令和８年 

（２０２６年）までに、平成２７年（２０１５年）と比べて３０％以上減少させる

ことを目標としています。 

全 国 １８.５（平成２７年） ⇒  １３.０以下（令和８年） 

山口県 ２０.０（平成２７年） ⇒  １４.０以下（令和８年） 

先進諸国の自殺死亡率 

フランス
（２０１３） 

米国 
（２０１４） 

ドイツ 
（２０１４） 

カナダ
（２０１２） 

英国 
（２０１３） 

イタリア
（２０１２） 

１５．１ １３．４ １２．６ １１．３ ７．５ ７．２ 

資料：世界保健機構「ＷＨＯ死亡データベース」より厚生労働省自殺対策推進室作成 

− 2− − 3−
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第２章 本市の自殺の現状と課題

１ 自殺の状況 

（（１１））自自殺殺者者とと自自殺殺死死亡亡率率のの推推移移

本市の自殺者数は、年によってばらつきはあるものの、平成２２年の５３人をピー

クに低い水準で推移しており、平成２９年は２９人となっています。

自殺死亡率（人口１０万人当たりの自殺者数）も同様の傾向で、平成２９年は１４.９

となっており、全国と県の自殺死亡率をいずれも下回っています。 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 

■自殺死亡率の国・県との比較

資料：厚生労働省「人口動態統計」 
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（（２２））性性別別年年代代別別のの自自殺殺死死亡亡率率

性別年代別では、どの年代においても女性より男性の自殺死亡率が高く、全国と比

較すると、男性では特に４０歳代・７０歳代・８０歳以上の自殺死亡率、女性では 

３０歳代・７０歳代の自殺死亡率が高くなっています。 

■年代別の自殺死亡率（人口１０万人対） 平成２５年～２９年平均

資料：自殺総合対策推進センター 地域自殺実態プロファイル※(2018) 

２ 自殺の特徴 

本市の自殺の実態を生活状況別（性別・年代別・職業の有無・同居人の有無）にみる

と、自殺者数が最も多いのは、「６０歳以上の男性・無職・同居者有」であり、次いで

「４０～５９歳の男性・有職・同居者有」、「６０歳以上の女性・無職・同居者有」の順

となっています。 

また、性別・年代別・職業の有無別の状況では、どの年代においても有職者より無職

者の自殺死亡率が高く、国との比較では、２０～３０歳代男女・４０～５０歳代男性の

無職者の自殺死亡率と、４０～５０歳代男性の有職者の自殺者の割合が、全国平均を上

回っています。 

このことから、本市では、６０歳以上の高齢者、無職者、４０～５０歳代男性の有職

者という生活状況にある人の自殺が多い特徴があり、その主な背景として、うつ状態、

失業、生活苦、過労、介護の悩みなど複数の要因があることがわかります。 

※地域自殺実態プロファイル：国の機関である自殺総合対策推進センターが、全ての都道府県及び市町村

の自殺実態を分析し、その地域における自殺の特徴を示したもの
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■山口市の主な自殺の特徴（平成２５年～２９年）

上位５区分 自殺者数 
５年計 割合 自殺死亡率＊ 

(人口 10万人対) 
背景にある 

主な自殺の危機経路＊＊ 

1位 男性・60歳以上 
無職・同居者有 27人 15.3％ 39.4 失業(退職)→生活苦＋介護の悩み(疲れ)

＋身体疾患→自殺 

2位 男性・40～59歳 
有職・同居者有 22人 12.5％ 23.4 配置転換→過労→職場の人間関係の悩

み＋仕事の失敗→うつ状態→自殺 

3位 女性・60歳以上 
無職・同居者有 14人 8.0％ 12.5 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

4位 男性・60歳以上 
有職・同居者有 13人 7.4％ 25.6 

①労働者︓身体疾患＋介護疲れ→アルコ
ール依存→うつ状態→自殺

②自営業者︓事業不振→借金＋介護疲
れ→うつ状態→自殺

5位 男性・20～39歳 
無職・同居者有 10人 5.7％ 83.8 

①30代その他無職︓ひきこもり＋家族間の
不和→孤立→自殺

②20代学生︓就職失敗→将来悲観→
うつ状態→自殺

資料：自殺総合対策推進センター 地域自殺実態プロファイル(2018) 

順位は自殺者数の多さに基づき、自殺者数が同数の場合は自殺死亡率の高い順とした。 

＊自殺死亡率の母数（人口）は 2015 年国勢調査を元に自殺総合対策推進センターにて推計した。 

＊＊「背景にある主な自殺の危機経路」は自殺実態白書 2013（ライフリンク）を参考にした。 

■性別・年代別・職業の有無別の状況（平成２５年～２９年平均）

 

 

資料：自殺総合対策推進センター 地域自殺実態プロファイル(2018) 

0.0

100.0

200.0

300.0

0%

5%

10%

15%

20%

25%

有
職
者

無
職
者

有
職
者

無
職
者

有
職
者

無
職
者

有
職
者

無
職
者

有
職
者

無
職
者

有
職
者

無
職
者

20～39歳 40～59歳 60歳以上 20～39歳 40～59歳 60歳以上

男性 女性

山口市割合

全国割合

自殺死亡率（山口市）

自殺死亡率（全国）

（全自殺者数に占める割合） （ 自 殺 死 亡

率）

（（２２））性性別別年年代代別別のの自自殺殺死死亡亡率率

性別年代別では、どの年代においても女性より男性の自殺死亡率が高く、全国と比

較すると、男性では特に４０歳代・７０歳代・８０歳以上の自殺死亡率、女性では 

３０歳代・７０歳代の自殺死亡率が高くなっています。 

■年代別の自殺死亡率（人口１０万人対） 平成２５年～２９年平均

資料：自殺総合対策推進センター 地域自殺実態プロファイル※(2018) 

２ 自殺の特徴 
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【参考】背景にある主な自殺の危機経路 

「山口市の主な自殺の特徴」にある「背景にある主な自殺の危機経路」は、ＮＰＯ法

人自殺対策支援センターライフリンクが行った自殺の実態調査を参考に、国が、全国的

に見て代表的と考えられる危機経路を示したものです。 

下図の自殺の危機経路において、○の大きさは自殺の要因の発生頻度、矢印の太さは

要因と要因の連鎖の因果関係の強さを表しています。 

このように、自殺の多くは多様かつ複合的な原因及び背景を有しており、様々な要因

が連鎖する中で起きていることがわかります。 

自殺の危機経路 

資料：自殺総合対策推進センター 

自殺は、平均すると
4つの要因が複合的に
連鎖して起きている

「1000人実態調査」から見えてきた

自殺の危機経路
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３ 現状からみた課題 
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【参考】背景にある主な自殺の危機経路 

「山口市の主な自殺の特徴」にある「背景にある主な自殺の危機経路」は、ＮＰＯ法

人自殺対策支援センターライフリンクが行った自殺の実態調査を参考に、国が、全国的

に見て代表的と考えられる危機経路を示したものです。 

下図の自殺の危機経路において、○の大きさは自殺の要因の発生頻度、矢印の太さは

要因と要因の連鎖の因果関係の強さを表しています。 

このように、自殺の多くは多様かつ複合的な原因及び背景を有しており、様々な要因

が連鎖する中で起きていることがわかります。 

自殺の危機経路 

資料：自殺総合対策推進センター 
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第３章 自殺対策の取組

１ 基本理念 

誰誰もも自自殺殺にに追追いい込込ままれれるるここととののなないい山山口口市市のの実実現現ををめめざざししてて  

自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、精神保健上の問題だ

けでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの様々な社会的要因が

関係していることが知られています。自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだ

けでなく、命を絶たざるを得ない状態に追い込まれるプロセスとして捉える必要があり

ます。自殺に追い込まれるという危機は、誰にでも起こり得るものであることを踏まえ、

自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働、その他の関連施策との連携を図り、「生き

ることの包括的な支援」として、総合的に推進していくことが重要となります。 

このような自殺対策の推進により、「誰も自殺に追い込まれることのない山口市」の

実現を目指します。 

２ 施策の体系 

自殺総合対策大綱及び本市の現状や課題などを踏まえて、本市の自殺対策の基盤とな

る取組として、５つの基本施策を設定しました。 

さらに、本市において自殺対策を特に必要とする「高齢者」、「生活困窮者」、「勤務・

経営問題」への支援に優先的に取り組むこととし、これら３つを重点施策として位置づ

けました。 

基本施策 

基基本本施施策策１１  自自殺殺対対策策ににおおけけるるネネッットトワワーーククのの強強化化  

 本市の自殺の特徴から、自殺の背景として、うつ状態、失業、生活苦、過労、介護の

悩みなど様々な要因があることがわかりました。そのため、保健・医療・福祉・教育・

労働などのネットワークの構築を図ることが自殺対策の基盤となるといえます。自殺対

策に総合的に取り組むため、市民や地域団体、関係団体、事業者、行政等の相互の連携

を図ります。 

基基本本施施策策２２  自自殺殺対対策策をを支支ええるる人人材材のの育育成成  

 自殺対策は、それを担い支える人材がいて、初めて機能するものです。そのため、自

殺対策を支える人材の育成は、自殺対策を推進する上での基礎となります。様々な悩み

や生活上の困難を抱える人に対しての早期の「気づき」が重要であり、市民や関係者な

ど誰もが、早期の「気づき」に対応できるように、人材を育成します。 

基本施策
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基基本本施施策策３３  市市民民へへのの啓啓発発とと周周知知  

 本市の自殺者の年代や職業の有無などの生活状況は様々であることから、自殺に追い

込まれるという危機は、誰にでも起こり得る危機といえます。自殺に関する誤った認識

やインターネット上の有害な情報等に影響されず、「危機に陥った場合には誰かに援助

を求めることが重要である」ことが社会全体での共通認識となるよう、自殺予防につな

がる正しい知識や相談機関等についての周知を図ります。 

基基本本施施策策４４  生生ききるるここととのの促促進進要要因因※※へへのの支支援援  

「生きることの促進要因」よりも「生きることの阻害要因」が上回ったときに、自殺

に追い込まれる危険性が高くなります。そのため、自殺の背景にある失業や生活苦等の

「生きることの阻害要因」を減らすための取組に加え、こころに不調を抱えている人へ

の支援等「生きることの促進要因」を増やすための取組を行います。 

基基本本施施策策５５  児児童童生生徒徒ののＳＳＯＯＳＳのの出出しし方方にに関関すするる教教育育  

自殺の背景にある様々な危機は人生の中で誰もが直面し得る危機であり、児童・生徒

が社会において様々な困難やストレスに直面したとき、早い時期からその対処法を身に

付けていることが自殺リスクの軽減につながります。子どもやその将来の自殺をなくす

ため、「困難やストレスに直面した児童・生徒が信頼できる大人に助けの声を上げられ

る」よう取組を進めます。 

重点施策 

重重点点施施策策１１  高高齢齢者者へへのの支支援援  

高齢者の自殺は、高齢者特有の課題を踏まえつつ、多様な背景や価値観に対応した支

援、働きかけが必要です。高齢者は閉じこもりや抑うつ状態になりやすく、孤立・孤独

に陥りやすいことから、居場所づくりや社会参加、地域の見守り等の取組を進めます。 

重重点点施施策策２２  生生活活困困窮窮者者へへのの支支援援  

 生活困窮者は、心身の疾患や障がい、介護、労働、多重債務など多様な問題を複合的

に抱えていることが多く、自殺リスクが高いといえます。自殺対策と連動させ、生活困

窮者支援の取組を進めます。 

重重点点施施策策３３  勤勤務務・・経経営営問問題題へへのの支支援援  

勤務・経営に関する自殺対策は、働き方改革の諸施策との連携を図りながら進めてい

く必要があります。事業者への経営支援や、働く世代に向けたメンタルヘルスの取組を

進めます。 

※生きることの促進要因：自己肯定感、信頼できる人間関係、危機回避能力等
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取組の体系図

山口市健康づくり推進協議会 

山口市自殺対策推進本部 

ゲートキーパー養成講座の開催 

職員を対象とした研修 

リーフレットやウェブサイトの活

用による啓発

講演会の開催 

メディアを活用した啓発活動

こころの不調を抱える人への支援 

子育て家庭への支援 

孤立のリスクを抱える人への支援 

介護者（身近な支援者）への支援 

こころの教育 

スクールカウンセラーの配置

学校以外の相談できる場の提供 

こころの健康情報の啓発 

子どもの居場所づくり 

高齢者の総合相談 

高齢者の居場所の提供 

介護予防の啓発 

地域の見守り活動 

認知症に対する支援 

生活困窮者の支援 

消費生活に関する相談 

就労への支援 

納税に関する相談 

中小企業等への経営対策 

職域におけるメンタルヘルス対策 

１  自殺対策におけるネットワーク

の強化

２  自殺対策を支える人材の育成

３  市民への啓発と周知

４  生きることの促進要因への支援

５  児童生徒のＳＯＳの出し方に

関する教育

基

本

施

策

重

点

施

策

１  高齢者への支援

２  生活困窮者への支援

３  勤務・経営問題への支援

（取組） 
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基本施策における取組 

基本施策１ 自殺対策におけるネットワークの強化 

取組 内容 担当課 

山口市健康づくり推

進協議会 

自殺対策を社会全体で推進するため、市

民や地域団体、関係機関を構成員とする

健康づくり推進協議会を開催します。 

健康増進課 

山口市自殺対策推進

本部 

庁内の関係部局が連携し、総合的かつ効

果的な対策を推進するため、推進本部会

議を開催します。 

健康増進課 

基本施策２ 自殺対策を支える人材の育成 

取組 内容 担当課 

ゲートキーパー※養成

講座の開催 

市民や関係団体に対して、身近な人への

適切な対応や地域での見守りにつながる

よう、具体的な対応方法等を学ぶ機会を

提供します。 

健康増進課 

職員を対象とした研

修 

窓口における相談等で、リスクを抱えた

市民に適切な対応ができるように、市職

員研修として相談対応やメンタルヘルス

など自殺対策につながる研修を行いま

す。 

職員課 

基本施策３ 市民への啓発と周知 

取組 内容 担当課 

リーフレットやウェ

ブサイトの活用によ

る啓発 

自殺予防や相談窓口を掲載したリーフレ

ットの作成・活用や、市ウェブサイト等

による情報の周知を図ります。 

健康増進課 

人権推進課 

救急救助課 

講演会の開催 市民を対象にこころの健康づくりや自殺

予防等に関する講演会を開催します。 

健康増進課 

メディアを活用した

啓発活動 

自殺予防週間、自殺対策強化月間に合わ

せ、市報やラジオ番組等による情報発信

を行います。 

広報広聴課 

健康増進課 

※ゲートキーパー：地域や職場などの身近なところで悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴いて、必

要な支援につなげ、見守る人
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基本施策４ 生きることの促進要因への支援 

取組 内容 担当課 

こころの不調を抱え

る人への支援 

こころの健康に関する相談対応や関係機

関との連絡調整を行います。 

健康増進課 

子育て家庭への支援 相談や交流の場の提供を通じて、産後う

つや育児ストレスの問題を抱える保護者

やひとり親家庭等への支援を行います。 

子育て保健課 

孤立のリスクを抱え

る人への支援 

高齢者や障がい者等孤立のリスクを抱え

る人が、相談したり、気軽に集え、社会

と関わることのできる場の提供を支援し

ます。 

高齢福祉課 

障がい福祉課 

人権推進課 

介護者（身近な支援

者）への支援 

家族介護者への相談や介護者同士の交流

機会の提供等により、介護者の負担を軽

減できるよう支援を行います。 

高齢福祉課 

介護保険課 

基本施策５ 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

取組 内容 担当課 

こころの教育 児童・生徒に対して、ストレスへの対処

方法やＳＯＳの出し方に関する実践的な

教育を行います。 

学校教育課 

スクールカウンセラ

ーの配置 

小中学校にスクールカウンセラーを配置

して、児童・生徒へのカウンセリング、

保護者や教職員への助言等を行います。 

学校教育課 

学校以外の相談でき

る場の提供 

学校以外の場で相談できる機会を設け、

専門の相談員が児童・生徒の悩みの相談

に応じます。 

学校教育課 

こころの健康情報の

啓発 

こころの不調時のサインや相談窓口など

を掲載した「こころの健康情報サイト」

を生徒に啓発します。 

健康増進課 

子どもの居場所づく

り 

子どもが多世代の大人や地域住民と交流

できる機会を提供し、子どもの居場所を

創出します。 

社会教育課 
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重点施策における取組 

重点施策１ 高齢者への支援 

取組 内容 担当課 

高齢者の総合相談 高齢者とその支援者に対して、相談・支

援機関の情報周知を図るとともに、高齢

者に関する様々な相談を受け付けます。 

高齢福祉課 

高齢者の居場所の提

供 

老人クラブ、いきいき百歳体操、サロン

等の、地域とのつながりを持つことがで

きる集いの場を提供します。 

高齢福祉課 

介護予防の啓発 高齢者自らの積極的な介護予防への取組

のため、こころの健康も含めた介護予防
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高齢福祉課 

健康増進課 

地域の見守り活動 ひとり暮らしの高齢者等を定期的に訪問

し、地域での見守り活動を行います。 

高齢福祉課 
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支援、認知症の人や家族の居場所づくり

等の支援を行います。 

高齢福祉課 

重点施策２ 生活困窮者への支援 

取組 内容 担当課 

生活困窮者の支援 生活困窮者の相談に応じ、生活の保障や

自立に向けた支援を行います。 
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消費生活に関する相

談 

消費生活トラブルについての相談対応を
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て必要な相談機関を紹介します。 

生活安全課 

(消費生活センター) 

就労への支援 ハローワーク求人情報や就労関係の講

座、セミナーなどの就労に関する情報を

提供します。 

ふるさと産業

振興課 

納税に関する相談 税金や保険料の滞納者から納税相談を受

け付けます。 

収納課 

基本施策４ 生きることの促進要因への支援 

取組 内容 担当課 

こころの不調を抱え

る人への支援 
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健康増進課 

子育て家庭への支援 相談や交流の場の提供を通じて、産後う

つや育児ストレスの問題を抱える保護者

やひとり親家庭等への支援を行います。 

子育て保健課 

孤立のリスクを抱え

る人への支援 

高齢者や障がい者等孤立のリスクを抱え

る人が、相談したり、気軽に集え、社会

と関わることのできる場の提供を支援し

ます。 

高齢福祉課 

障がい福祉課 

人権推進課 

介護者（身近な支援

者）への支援 

家族介護者への相談や介護者同士の交流

機会の提供等により、介護者の負担を軽

減できるよう支援を行います。 

高齢福祉課 

介護保険課 

基本施策５ 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

取組 内容 担当課 

こころの教育 児童・生徒に対して、ストレスへの対処

方法やＳＯＳの出し方に関する実践的な

教育を行います。 

学校教育課 

スクールカウンセラ

ーの配置 

小中学校にスクールカウンセラーを配置

して、児童・生徒へのカウンセリング、

保護者や教職員への助言等を行います。 

学校教育課 

学校以外の相談でき

る場の提供 

学校以外の場で相談できる機会を設け、

専門の相談員が児童・生徒の悩みの相談

に応じます。 

学校教育課 

こころの健康情報の

啓発 

こころの不調時のサインや相談窓口など

を掲載した「こころの健康情報サイト」

を生徒に啓発します。 

健康増進課 

子どもの居場所づく

り 

子どもが多世代の大人や地域住民と交流

できる機会を提供し、子どもの居場所を

創出します。 

社会教育課 
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重点施策３ 勤務・経営問題への支援 

取組 内容 担当課 

中小企業等への経営

対策 

低金利での市制度融資や、経営改善計画

策定・実施を行った際の経費補助を行う

など経営の支援を行います。 

ふるさと産業 

振興課 

職域におけるメンタ

ルヘルス対策

事業所に向けて、ストレス・睡眠などの

メンタルヘルスに関連する講話やリーフ

レットの配布を行い、自殺予防について

啓発します。 

健康増進課 
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第４章 自殺対策の推進

自殺対策を総合的・効果的に推進するためには、市民や家庭、学校、職場、地域、関

係団体、行政などが互いに連携・協力することが必要です。本市各部局、関係機関・関

係団体等との連携を図り、自殺対策を推進します。 

１ 自殺対策の推進体制 

（（１１））市市のの関関係係部部局局間間のの連連携携

副市長を本部長、関係部長を本部員とした山口市自殺対策推進本部において、自殺

対策に係る総合的な検討及び調整を行うとともに、全庁的に自殺対策の取組を進めま

す。 

（（２２））関関係係機機関関・・関関係係団団体体ととのの連連携携

山口市健康づくり推進協議会等において、市民や地域団体、関係機関などから自殺

対策に関する意見を聴取し、情報共有を図りながら、関係機関・関係団体と連携して

取組を進めます。 

２ 計画の進行管理 

山口市自殺対策推進本部において、計画に基づく取組の実施状況やその成果の把握な

ど、評価や進行管理を行い、第二次山口市総合計画や国の自殺総合対策大綱、県の自殺

総合対策計画等との整合を図りながら、本計画における取組を計画的に推進します。 

また、庁内における自殺対策に関連する事業の実施状況を確認し、本計画の効果的な

推進につなげます。 

なお、評価の結果や情勢の変化等により、必要に応じて本計画の見直しを行います。 

重点施策３ 勤務・経営問題への支援 

取組 内容 担当課 

中小企業等への経営

対策 

低金利での市制度融資や、経営改善計画

策定・実施を行った際の経費補助を行う

など経営の支援を行います。 

ふるさと産業 

振興課 

職域におけるメンタ

ルヘルス対策

事業所に向けて、ストレス・睡眠などの

メンタルヘルスに関連する講話やリーフ

レットの配布を行い、自殺予防について

啓発します。 

健康増進課 
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関係要綱 

山口市自殺対策推進本部設置要綱 

（設置） 

第１条 自殺対策基本法（平成 18年法律第 85号）に基づき、自殺対策を総合的かつ円

滑に推進するため、山口市自殺対策推進本部（以下「本部」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。 

（１）自殺対策に係る計画の策定及び推進に関すること。

（２）その他自殺対策に関すること。

（組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は副市長をもって充てる。 

３ 副本部長、本部員は、別表第１に掲げる職員をもって充てる。 

（本部長及び副本部長の職務） 

第４条 本部長は、本部を代表し、本部を総理する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。 

（幹事会） 

第６条 本部に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。 

３ 幹事長、副幹事長及び幹事は別表第２に掲げる者をもって充てる。 

４ 幹事会は、本部長の命を受けて本部の事務を処理する。 

（庶務） 

第７条 本部及び幹事会の庶務は、健康増進課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に

定める。 

附則 

この要綱は、令和元年７月１日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

副本部長 健康福祉部長 

本部員 総務部長、総合政策部長、地域生活部長、こども未来部長、 

経済産業部長、教育部長、消防長 

別表第２（第６条関係） 

幹事長 健康福祉部次長 

副幹事長 健康増進課長 

幹事 総務課長、職員課長 

企画経営課長 

生活安全課長、人権推進課長 

地域福祉課長、高齢福祉課長、障がい福祉課長 

子育て保健課長 

ふるさと産業振興課長 

学校教育課長、社会教育課長 

救急救助課長 

関係要綱 

山口市自殺対策推進本部設置要綱 

（設置） 

第１条 自殺対策基本法（平成 18年法律第 85号）に基づき、自殺対策を総合的かつ円

滑に推進するため、山口市自殺対策推進本部（以下「本部」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。 

（１）自殺対策に係る計画の策定及び推進に関すること。

（２）その他自殺対策に関すること。

（組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は副市長をもって充てる。 

３ 副本部長、本部員は、別表第１に掲げる職員をもって充てる。 

（本部長及び副本部長の職務） 

第４条 本部長は、本部を代表し、本部を総理する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。 

（幹事会） 

第６条 本部に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。 

３ 幹事長、副幹事長及び幹事は別表第２に掲げる者をもって充てる。 

４ 幹事会は、本部長の命を受けて本部の事務を処理する。 

（庶務） 

第７条 本部及び幹事会の庶務は、健康増進課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に

定める。 

附則 
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